
○ 転出予定日（引っ越す日）の１ヶ月前

○ 本庁住民税務課、奥津・上齋原・富の各振興センター住民窓口係

○ ①来庁者の本人確認書類（運転免許証・資格確認書など）　

②代理人手続きの場合、委任状および印鑑
　※本人または同一世帯の方が手続きされる場合は不要

介護保険

障害者手帳・自
立支援医療

手続きの必要はありません。
障害者手帳・自立支援医療受給者証を持
参し、住所変更等の手続きをしてくださ
い。

心身障害者
医療

喪失届が必要です。受給者証は必ずお
返しください。

資格確認書等を持参して、新たに手続き
してください。（県内市町村の場合）

○タクシー料金助成事業を利用していた
方は、【利用者証】をお返しください。喪失
届が必要です。

○介護保険被保険者証等をお返しくださ
い。６５歳以上の方は保険料が還付にな
る場合がありますので、本人の振込口座
のわかる通帳等をご用意ください。

要介護認定を受けている方は、転入先の
介護保険担当課に鏡野町で要介護認定
を受けていた旨をお伝えください。

担当課 項目 鏡野町での手続き 転入先市区町村での手続き

住民税務課

印鑑登録 転出(予定)日で登録がなくなります。
必要な方は改めて印鑑登録の手続きをし
てください。

マイナンバー
カード

マイナンバーカードは国外転出の際に継
続利用手続きができます。（ただし、日本
人かつ転出予定日前日までの手続きに
限ります。）

引き続き利用される方は、カードを持参し
て転入から９０日以内に継続利用の手続
きをしてください。
※マイナンバーカードを申請し、受取り前
に転出した場合は、転入先市区町村であ
らためて申請をする必要があります。

国民年金 国外転出時のみ手続きが必要です。 住所変更についての手続きはありません。

軽自動車税

原動機付自転車（125cc以下）・小型特殊
車・農耕車・ミニカー（50cc以下）について
は、ナンバープレート・標識交付証明書を
持参し、廃車手続きをしてください。

○鏡野町の廃車申告受付書を持参し、新
ナンバープレートの交付を受けてくださ
い。鏡野町で廃車手続きをしていない場
合は、転入先の市区町村に鏡野町のナン
バープレート・標識交付証明書を持参し、
廃車及び登録の手続きをしてください。

○二輪車（125cc超）は転入先所管の運輸
支局で、軽自動車（乗用・貨物）は転入先
所管の軽自動車検査協会で住所変更等
の手続きをしてください。
※二輪車、軽自動車は手続き先が遠方と
なる場合がありますので、最寄りの車両
販売店等にご相談ください。

鏡野町から転出される方へ

届 出 期 間

届 出 先

必要なもの

高齢者等見守り
システム

加入者が転出する場合、変更届が必要
です。

総合福祉課

※入所施設の所在地への転出の場合は手続きが異なりますので、お申し出ください。

町県民税

町県民税はその年の１月１日に住所の
あった市区町村で課税されます。そのた
め、転出後も納税が必要です。納期限ま
でに納付をお願いします。
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○ 上記以外にも各人によって手続きが必要な場合があります。ご注意ください。

○

○

○

○

○

鏡野町役場 〒708-0392

奥津振興センター 〒708-0421

上齋原振興センター 〒708-0601

富振興センター 〒708-0701
（０８６７）５７－２１１１（代表）

（０８６８）５２－２２１１（代表）

岡山県苫田郡鏡野町上齋原５１４番地１

（０８６８）４４－２１１１（代表）

加入者が転出の場合、有線テレビ放送等
の脱退届出、または加入者の名義変更と
口座の名義変更をしてください。

県外転出の場合は『後期高齢者医療負担
区分等証明書』を持参して、手続きをして
ください。

資格確認書等を持参して、新たに手続き
をしてください。（県内市町村の場合）

転入先市区町村で手続きをしてください。

喪失届が必要です。受給者証は必ずお
返しください。

届出が必要になります。

転出(予定)日の翌日で資格がなくなりま
すので、資格確認書等をご持参ください。
（就学、施設入所のための転出の場合は
お申し出ください。）

改めて加入の手続きをしてください。

岡山県苫田郡鏡野町富西谷１２５番地１

（０８６８）５４－２１１１（代表）
（０８６８）５４－２９８５（住民税務課直通）

岡山県苫田郡鏡野町井坂４９５番地

引越しされる時は、市区町村役場への手続きのほか、ＮＴＴ・ＮＨＫ・電気・ガス・郵便局などへ
の手続きも忘れないでください。

新しい住所に住み始めた日から２週間以内に、転出証明書、マイナンバーカード、印鑑、本人
確認書類及び必要な書類を添え、転入届をお出しください。なお、詳しくは新しい住所地の担
当窓口でお尋ねください。

転出証明書の記載内容が変更になった（転出予定日や転入地を変更して、新たな住所地に
転入する）場合でも、お手元の転出証明書を提出して、転入届出をしてください。

都合により転出を取りやめたときは、必ず転出証明書を持参して、鏡野町で転出取消の手続
きをしてください。

転入手続きには必ず転出証明書が必要となります（マイナンバーカードを利用した転出時を
除く）。紛失等の場合は鏡野町で再発行の手続きをしてください。

岡山県苫田郡鏡野町竹田６６０番地

消滅届が必要になります。

犬の登録
犬を連れて転出する場合は、特に手続き
は必要ありません。

鑑札を持参して、登録の手続きをしてくだ
さい。

ケーブルテレビ

学校教育課 小・中学校
学校で『在学証明書』『教科書給与証明
書』をお受け取りください。

新住所地の教育委員会から指示を受ける
とともに、左記の書類を新学校へ提出して
ください。

上下水道課 上下水道
水道・下水道の使用休止届・下水道世帯
人数変更届の手続きをしてください。

上下水道の使用開始の手続きをしてくだ
さい。

国民健康保険

子育て
支援課

児童手当 新たに受給の手続きをしてください。

こども医療

１８歳に到達した日以後の最初の３月３１
日を迎えられていないお子さんが転出さ
れる場合は、受給者証を必ずお返しくださ
い。喪失届が必要です。

資格確認書等を持参して、新たに手続き
をしてください。
市町村によって対象年齢が異なります。
詳しくは、転入先市町村にお問合せくださ
い。

母子保健ガイド
（母子健康手帳

別冊）
手続きの必要はありません。

妊婦健診・産婦健診・乳児健診など
「無料券」の差し替え手続きをしてくださ
い。母子手帳は継続して使用できますが、
転入時には持参してください。

ひとり親家庭等
医療

児童扶養手当

公共墓地
公共墓地使用者が転出する場合、公共
墓地住所等変更届を提出してください。

くらし
安全課

担当課 項目 鏡野町での手続き 転入先市区町村での手続き

健康推進課

後期高齢者
医療保険

転出(予定)日の翌日で資格がなくなりま
す。資格確認書等をご持参ください。県外
へ転出される方は『後期高齢者医療負担
区分等証明書』をお受け取りください。
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